
社会福祉法人 晋栄福祉会 定款施行細則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この細則は、社会福祉法人晋栄福祉会（以下「法人」という。）定款４５条の規定

により、法人の管理運営及び業務の細部について、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

第２章 評議員選任・解任委員会 

（評議員選任・解任委員会委員の選任等） 

第２条 評議員選任・解任委員会委員（以下、本章において「委員」と言う。）は、理事会

で選任する。 

２ 委員の任期は、定款第７条の「評議員の任期」の規定を準用する。 

３ 委員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。 

４ 委員の報酬額は、委員会出席１回につき１０，０００円（税別・交通費含む）とする。

また、委員にはその職務を行うために要する費用を弁償することができる。 

５ 職員が委員を兼務する場合は、給与規則を適用し、前項の規定を適用しない。 

 

（委員の辞任・解任） 

第３条 委員は、やむを得ない事由により、任期の途中において辞任しようとするときは、

理事長に書面で申し出るものとする。 

２ 社会福祉法第４５条の４第１項の「役員の解任事由」は、委員に準用する。 

 

（評議員選任・解任委員会の運営） 

第４条 評議員選任解任委員会の招集は、理事長が行う。 

２ 評議員選任・解任委員会の議事進行は、事務局が行う。 

３ 解任の提案をされた評議員には弁明の機会を保障する。 

４ 評議員の選任・解任委員会の議事については議事録を作成し、出席した委員全員が記

名押印する。 

５ 前項にかかわらず、議長及び会議に出席した委員のうちから選出された議事録署名人

２名がこれに署名し、又は記名押印することとしても差し支えないものとする。 

６ 前項の議事録は、委員会の日から１０年間、主たる事務所に備えおかなければならな

い。 

 

第３章 評議員 



（評議員の選任手続き） 

第５条 評議員候補者は、履歴書を評議員選任・解任委員会の開催日までに、就任承諾書

を就任日までに、それぞれ理事長あて提出しなければならない。 

２ 理事長は、評議員選任・解任委員会の議決を得た上で、評議員を委嘱したときは、速

やかに評議員名簿を作成し、保存しておかなければならない。 

３ 評議員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。 

４ 評議員の報酬額は、評議員会出席１回につき１０，０００円（税別・交通費含む）と

する。また、評議員にはその職務を行うために要する費用を弁償することができる。 

 

（評議員の辞任・解任） 

第６条 評議員は、やむを得ない事由により、任期の途中において辞任しようとするとき

は、理事長に書面で申し出るものとする。 

２ 社会福祉法第４５条の４第１項の「役員の解任事由」は、評議員に準用する。 

 

第４章 評議員会 

（評議員会の運営） 

第７条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選で決定する。 

２ 評議員は、評議員会において、社会福祉法第４５条の１０の規定に基づき理事及び幹

事に説明を求めることができるほか、必要があるときは職員等関係者から提出議案の内

容等について説明させることができる。 

 

第５章 役員 

（役員の選任手続き） 

第８条 理事及び監事の候補者は、履歴書を評議員会の開催日までに、就任承諾書を就任

日までに、それぞれ理事長あて提出しなければならない。 

２ 理事長は、評議員会の議決を得た上で、理事及び監事を委嘱した時は、速やかに役員

名簿を作成し、保存しておかなければならない。 

３ 理事及び監事には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。 

４ 理事及び監事の報酬額は、理事会出席１回につき１０，０００円（税別・交通費含む）

とする。また、理事及び監事にはその職務を行うために要する費用を弁償することがで

きる。 

５ 職員が理事を兼務する場合は、給与規則を適用し、前項の規定を適用しない。 

 

（役員の辞任） 

第９条 理事及び監事は、やむを得ない事由により、任期の途中において辞任しようとす

るときは、理事長に書面で申し出るものとする。 



 

第６章 理事会 

（理事会） 

第１０条 理事会は、定例会と臨時会とに分けて、理事長が招集する。 

２ 定例会の時期及び審議に付すべき事項は、次のとおりとする。 

（１）決算理事会（５月もしくは６月） 

  ア 前年度の決算報告及び事業実績報告 

  イ その他第１１条に規定する事項 

（２）３月理事会 

  ア 当該年度予算の補正及び事業計画の変更 

  イ 翌年度の予算及び事業計画 

  ウ その他第１１条に規定する事項 

３ 臨時会は、理事長が必要と認めるとき、または、法第４５条の１４第３項の規定に基

づき招集する。 

 

（議決事項） 

第１１条 理事会の議決事項は、次のとおりとする。 

（１）評議員会の開催並びに議題・議案の決定 

（２）理事長及び業務執行理事の選定及び解職 

（３）重要な財産の処分及び譲受け 

（４）多額の借財 

（５）部長、施設長、園長、所長、事務局長の選任及び解任 

（６）従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

（７）競業及び利益相反取引 

（８）計算書類及び事業報告等の承認 

（９）理事会による役員の責任の一部免除 

（１０）その他法人の業務に関する重要事項で、評議員会の議決事項でないもの 

 

（専決事項） 

第１２条 理事長が専決できる日常業務は、つぎのとおりとする 

（１）前条第５号に定める職員以外の職員の任免 

（２）職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること 

（３）債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、

その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人運営に重大な影

響があるものを除く 

（４）設備資金の借入にかかる契約であって、予算の範囲内のもの 



（５）建設工事請負や物品購入等の契約のうち、次の金額を超えないもの 

  ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々購入するもので、金額が１６０万円 

を超えないもの 

  イ 施設整備の保守管理、物品の修理等で、その金額が１００万円を超えないもの 

  ウ 緊急を要する物品等の購入等で、金額が１６０万円を超えないもの 

（６）基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれら処分について、 

  その取得金額等が２５０万円を超えないもの。ただし、法人運営に重大な影響がある 

ものを除く 

（７）損傷その他の理由により不要となった物品又は、修理を加えても使用に耐えないと 

認められる物品の売却または廃棄。ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産は 

除く 

（８）予算上の予備費の支出 

（９）入所者・利用者の日常の処遇に関すること 

（１０）入所者の預り金の日常の管理に関すること 

（１１）寄付金の受入れに関する決定。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く 

（１２）各会計口座間の資金移動 

 

（理事会の運営） 

第１３条 理事長は、理事会を開催するときは、招集の 7日前までに各理事及び各監事に 

通知するものとする。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続き 

を経ることなく開催することができる 

２ 理事長は、開会の定刻に至ったときは、議長を選出する。議長は、必要があるときは、 

 職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明させることができる。 

 

第７章 事務局 

（事務局の構成） 

第１４条 法人に事務局をおき、事務局長及び事務局次長及び事務員を配置する。 

２ 事務局長及び事務局次長は事務局の事務を掌握し、事務員は事務を処理する。 

 

（分掌事務） 

第１５条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。 

（１）評議員選任・解任委員会及び評議員会並びに理事会に関すること 

（２）規則、規程の整備に関すること 

（３）財産の取得、管理及び処分に関すること 

（４）資金の計画、調達及び運用に関すること 

（５）登記に関すること 



（６）職員の人事に関すること 

（７）事業計画及び予算に関すること 

（８）事業報告及び決算に関すること 

（９）会計に関すること 

（１０）現状の報告に関すること 

（１１）許認可等各種申請に関すること 

（１２）目的事業の進行管理に関すること 

（１３）その他、理事長が指示した事項に関すること 

 

第 8章 公印管理 

（公印管理） 

第１６条 公印管理に関して、必要な事項は、公印管理規程で定める。 

 

 

付  則 

 

この細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

この細則は、令和 ２年１月１６日から施行する。 

この細則は、令和 ４年４月１日から施行する。 

 


